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告
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◉
東
京
都
告
示
第
四
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
四
年
東
京
都
告
示
第
百
四
十
四
号
町

田
都
市
計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
三
十
一
号
薬

師
池
北
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
二
月
六
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
百
七
号
町
田

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
五

号
野
津
田
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日
か
ら
令
和
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
九
号
町
田

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
公
園
事
業
第
四
・
三
・
七

号
町
田
ス
ポ
ー
ツ
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分
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変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
東

京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

足
立
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
足
立
第
二
・
二

・
百
五
十
四
号
平
野
三
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
十
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
百
七
十
号
東

京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
四
十
九
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日
か
ら
令
和
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
百
七

十
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区
上

野
毛
三
丁
目
及
び
瀬
田
一
丁
目
地
内
を

追
加
す
る
。

使
用
の
部
分

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
千
百
七

十
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区
上

野
毛
三
丁
目
及
び
瀬
田
一
丁
目
地
内
を

削
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
三
十
七
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
五
十
四
号
線
及
び
区
画
街
路
世

田
谷
区
画
街
路
第
十
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
八
年
十
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
三

十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区

北
沢
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を

変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

平
成
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
三

十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
世
田
谷
区

北
沢
二
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を

変
更
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

国
立
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
立
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
六

号
城
山
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

国
立
市
泉
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
六
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
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る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
東
京
オ
レ
ン
ヂ

二

支
援
法
人
の
住
所

新
宿
区
高
田
馬
場
二
丁
目
十
一
番
三

号
コ
ー
ポ
合
歓
一
階

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
高
田
馬
場
二
丁
目
十
一
番
三

号
コ
ー
ポ
合
歓
一
階

四

指
定
年
月
日

令
和
四
年
一
月
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
Ｗ
Ｓ
ａ
Ｔ

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
三
番
七
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

松
田

宗
法

四

そ
の
他

一
の
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
の
五
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
三
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
小
金
井
市
東
町
四

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
五
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
六
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
昭
島
市
武
蔵
野
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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令和4年1月21日（金曜日）東 京 都 公 報（第17501号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

変
更
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
二
十
四
番
十
四
地
先

か
ら
東
久
留
米
市
柳
窪
一
丁
目
四
十
七
番
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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令和4年1月21日（金曜日）東 京 都 公 報（第17501号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

供
用
開
始
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
二
十
四
番
十
四

地
先
か
ら
東
久
留
米
市
柳
窪
一
丁
目
四
十

七
番
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
二
十
四
番
十
四
地
先
か
ら
東
久
留
米

市
柳
窪
一
丁
目
四
十
七
番
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
一
月
二
十
二
日

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
立
憲
民
主
党
東
京
都
第
１
０
区
総
支
部
及
び
国
民
民
主
党

東
京
都
総
支
部
連
合
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要

旨
（
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

立
憲
民
主
党
東
京
都
第
１
０
区
総
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「９
,７９０

,７７４

」
を
「９

,７９０
,７８４

」
に
、
「９

,１０５
,００４

」
を

「９,１０５,０１４

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「７,６１９,９８６

」

を
「８,３２１,９１３

」
に
、
「２,１７０,７８８

」
を
「１,４６８,８７１

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「２,００４

」
を
「２,０１４

」
に
改
め
、

同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「３,２６７,９１８

」
を
「３,９６９,８４５

」
に
、

「１１９,７９７

」
を
「８２１,７２４

」
に
改
め
る
。

国
民
民
主
党
東
京
都
総
支
部
連
合
会
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「１４２
,４７８
,６９９

」
を
「１６６

,４７８
,６９９

」
に
、
「３４

,２３６
,５６７

」
を

「１０,２３６,５６７

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「８１
,６２６
,９２２

」
を
「１０５

,６２６
,９２２

」
に
、
「７１

,１４５
,５５９

」
を

「９５,１４５,５５９

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
九
選
挙
区
支
部
、
日
本
共
産
党
東

京
都
委
員
会
、
音
喜
多
駿
後
援
会
、
チ
ー
ム
鈴
木
よ
う
す
け
、
ゆ
う

い
ち
の
会
、
尾
崎
大
介
後
援
会
及
び
小
山
く
に
ひ
こ
後
援
会
か
ら
訂

正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
三
年
東
京
都
選
挙
管

理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
九
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「５９
,４４１
,３８３

」
を
「５９

,６４１
,３８３

」
に
、
「５８

,７７０
,０００

」
を

「５８,９７０,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「５７,７８４,６９６

」
を
「５７,９８４,６９６

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「１９

,２７０
,０００

」
を
「１９

,４７０
,０００

」
に
、

「１３,２００,０００

」
を
「１３,４００,０００

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳

の
項
中
「３３,０７６,７３８

」
を
「３３,２７６,７３８

」
に
、
「１４,０００,０００

」

を
「１４,２００,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
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を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「練
馬
政
経
研
究
会

２００,０００
練
馬
区

」
を

「練
馬
政
経
研
究
会

４００,０００
練
馬
区

」
に

改
め
、
同
部
６
資
産
の
内
訳
の
項
中
「３８,０００,０００

」
を

「３７,８００,０００

」
に
改
め
る
。

日
本
共
産
党
東
京
都
委
員
会
の
部
６
資
産
の
内
訳
の
項
中

「５,７００,０００

」
を
「５７,０００,０００
」
に
改
め
る
。

音
喜
多
駿
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「９,１６７,８３０

」
を

「９,３４０,８３０

」
に
、
「８,０５７,０６４

」
を
「８,２３０,０６４

」
に
改
め
、
同

部
２
支
出
総
額
の
項
中
「３,７５５,２５７

」
を
「３,９２８,２５７

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「６,８９９,５６１
」
を
「７,０７２,５６１

」

に
、
「４,８３４,５６１

」
を
「５,００７,５６１

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内

訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「９８８,５６１
」
を

「１,１６１,５６１

」
に
改
め
る
。

チ
ー
ム
鈴
木
よ
う
す
け
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「３,６１９,２２４

」

を
「３,０９２,６５１

」
に
、
「１,３０８,３１７

」
を
「７８１,７４４

」
に
改
め
、
同

部
２
支
出
総
額
の
項
中
「３,１９３,７５１

」
を
「２,６６７,１７８

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「１,３０８,２９７

」
を
「７８１,７２４

」

に
、
「１,２５８,２９７

」
を
「７３１,７２４

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内

訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「１,２５８,２９７

」
を

「７３１,７２４

」
に
改
め
る
。

ゆ
う
い
ち
の
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「２,２８１,６５１

」
を

「２,３０８,９００

」
に
、
「２,１３２,４８０

」
を
「２,１５９,７２９

」
に
改
め
、
同

部
２
支
出
総
額
の
項
中
「４７６,５７３

」
を
「５０３,８２２

」
に
改
め
、
同

部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「寄
附
の
総
額

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

個
人
か
ら
の
寄
附

２,１１６,４８０

２ ,１１６,４８０

２ ,１１６,４８０

」
を

「寄
附
の
総
額

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

個
人
か
ら
の
寄
附

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

２,１４３,７２９

２,１４３,７２９

２,１１６,４８０

２７,２４９

」
に

改
め
る
。

尾
崎
大
介
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「１０,５９５,２４９

」
を

「１６,００５,２４９

」
に
、
「８９２,０００

」
を
「６,３０２,０００

」
に
改
め
、
同

部
２
支
出
総
額
の
項
中
「６,８４１,５８９

」
を
「１２,２５１,５８９

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「７１５,０００

」
を
「６,１２５,０００

」

に
、
「２４０,０００

」
を
「５,６５０,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内

訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

２４０,０００
新
宿
区

」
を

「テ
ィ
グ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会

２４０,０００

５,４１０,０００

新
宿
区

新
宿
区

」
に

改
め
る
。

小
山
く
に
ひ
こ
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「１３
,４６９
,７３７

」
を
「１３

,７８９
,７３７

」
に
、
「１２

,８７２
,５００

」
を

「１３,１９２,５００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「３,２５０,２１３

」
を
「３,５７０,２１３

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「９,１７２,５００

」
を
「９,４９２,５００

」
に
、
「６,０００,０００

」
を

「６,３２０,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中

「府
中
か
ら
東
京
の
未
来
を
創
る

６,０００,０００
府
中
市

」
を

「府
中
か
ら
東
京
の
未
来
を
創
る

都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会

６,０００,０００

３２０,０００

府
中
市

新
宿
区

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
プ
ラ

イ
ム
ガ
ー
デ
ン
ズ
高
円
寺

（
短
期
入
所
生
活
介
護
）

杉
並
区
高
円
寺
南
五
丁
目
三
十
三
番

七
号

さ
ん
ホ
ー
ム
目
黒

目
黒
区
目
黒
三
丁
目
二
十
番
八
号

グ
ラ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
学
芸
大

学

目
黒
区
五
本
木
三
丁
目
十
三
番
二
十

六
号

ニ
チ
イ
ホ
ー
ム
江
古
田
の
杜

中
野
区
江
古
田
三
丁
目
十
四
番
四
号

ヴ
ィ
ラ
ド
ゥ
の
ぞ
み

江
戸
川
区
東
小
松
川
一
丁
目
一
番
十

七
号

ベ
ス
ト
ラ
イ
フ
南
小
岩

江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁
目
四
番
二
十

九
号

介
護
老
人
福
祉
施
設
ケ
ア
ホ

ー
ム
板
橋

板
橋
区
向
原
三
丁
目
七
番
八
号

あ
す
な
ろ
八
王
子

八
王
子
市
小
比
企
町
千
三
百
五
十
四

番
四
号

や
さ
か
記
念
病
院

小
平
市
小
川
東
町
二
丁
目
十
一
番
一

号

グ
ラ
ン
ド
ホ
ー
ム
・
カ
ペ
ナ

ウ
ム

清
瀬
市
中
清
戸
三
丁
目
三
百
八
十
九

番
地
一

南
山
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

稲
城
市
矢
野
口
三
千
百
二
十
四
番
十
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病
院

二
号

グ
ラ
ン
ク
レ
ー
ル
立
川
シ
ニ

ア
レ
ジ
デ
ン
ス

立
川
市
富
士
見
町
二
丁
目
三
番
二
十

一
号

グ
ラ
ン
ク
レ
ー
ル
立
川
ケ
ア

レ
ジ
デ
ン
ス

立
川
市
富
士
見
町
二
丁
目
三
番
二
十

一
号

三
恵
病
院

東
村
山
市
青
葉
町
三
丁
目
二
十
九
番

地
一

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二

十
二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施

設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

東
京
医
科
歯
科
大
学
歯
学
部

附
属
病
院

文
京
区
湯
島
一
丁
目
五
番
四
十
五
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

サ

ン
メ
ー
ル
尚
和

西
東
京
市
新
町
一
丁
目
十
一
番
二
十

五
号

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
足
立
区
東
和
三
丁
目
計
画

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
東
和
三
丁
目
百
二
十
五
番
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
サ
ン
ベ
ル
ク
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

四

意
見

ア

聴
取
者

足
立
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
西
東
京
田
無
店

二

店
舗
所
在
地

西
東
京
市
西
原
町
四
丁
目
二
番
八
号

三

設
置
者
名

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

西
東
京
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
三
四

〇

ク
ラ
シ
ッ

ク
工
業
株

式
会
社

奥
住

浩
行

調
布
市
佐
須

町
三
丁
目
十

番
地
九

令
和
三
年

十
二
月
二

十
五
日

一
〇
三
四

一

真
設
備

國
吉

眞

神
奈
川
県
相

模
原
市
緑
区

川
尻
四
千
五

百
三
十
八
番

地
三

同
日

一
〇
三
四

二

株
式
会
社

ア
ー
ス

水
口

里
美

鳥
取
県
鳥
取

市
西
品
治
百

七
十
三
番
地

二

同
日

一
〇
三
四

三

た
く
み
設

備

須
﨑

拓
未

練
馬
区
石
神

井
台
八
丁
目

二
十
三
番
十

一
号

同
日

一
〇
三
四

四

昇
瑛
設
備

株
式
会
社

瀬
畑

善
和

足
立
区
伊
興

一
丁
目
六
番

十
三
号

同
日

一
〇
三
四

株
式
会
社

樫
本

玄

中
野
区
松
が

同
日
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五

玄
空
調
水

道

丘
二
丁
目
十

四
番
八
号

一
〇
三
四

六

本
多
設
備

本
多

悌

東
久
留
米
市

滝
山
五
丁
目

十
七
番
二
号

同
日

一
〇
三
四

七

株
式
会
社

佐
藤
プ
ラ

ン
ト

佐
藤

直
行

八
王
子
市
大

塚
千
四
百
十

七
番
地
一
コ

ー
ポ
第
一
マ

ル
セ
イ
一
〇

一
号

同
日

一
〇
三
四

八

株
式
会
社

原
嶋
住
設

原
嶋

義
治

東
久
留
米
市

中
央
町
五
丁

目
二
番
三
十

七
号

同
日

一
〇
三
四

九

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ

ｏ
ｎ
ｅ

株
式
会
社

眞
浦

啓

埼
玉
県
朝
霞

市
膝
折
町
二

丁
目
三
番
二

十
六－

三
号

同
日

一
〇
三
五

〇

株
式
会
社

田
代
住
設

田
代

裕
樹

武
蔵
村
山
市

中
原
一
丁
目

二
十
番
地
の

九

同
日

一
〇
三
五

一

株
式
会
社

電
温
サ
ー

ビ
ス

大
山

泰
浩

板
橋
区
板
橋

二
丁
目
五
十

三
番
十
七
号

同
日

一
〇
三
五

二

中
村
建
設

株
式
会
社

中
村

茂
樹

あ
き
る
野
市

牛
沼
百
八
十

三
番
地
二

同
日

一
〇
三
五

三

東
栄
建
工

株
式
会
社

関
口

徹

千
代
田
区
麴

町
二
丁
目
十

二
番
五
号

同
日

一
〇
三
五

四

落
合
設
備

落
合

正
明

山
梨
県
笛
吹

市
境
川
町
石

橋
六
百
六
十

番
地
五

同
日

一
〇
三
五

五

株
式
会
社

オ
ー
ス
イ

福
﨑

久
人

大
阪
府
大
阪

市
中
央
区
内

本
町
二
丁
目

三
番
八
号
ダ

イ
ア
パ
レ
ス

ビ
ル
本
町
四

〇
九

同
日

一
〇
三
五

六

株
式
会
社

目
黒
設
備

工
業

目
黒

崇
裕

町
田
市
小
野

路
町
二
千
二

百
三
十
四
番

地
五
十
五

同
日

一
〇
三
五

七

多
田
ホ
ー

ム
株
式
会

社

多
田

次
子

大
田
区
南
雪

谷
四
丁
目
五

番
三
号

同
日
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